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平成２８年度第１５回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成２８年１１月７日 

                     担当部・課：北上総合支所 地域振興課 

      （６７－２１１１） 

① 件名 

 石巻市北上水辺センターの廃止について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

北上水辺センターは、北上川の水辺を活用した市民の交流活動、体験学習活動等を行う場の提供

とにぎわいのある水辺の創出するため、平成１８年４月に国と本市において整備された。 

これまで市民及び市外から訪れる方々に地元のヨシを活用した体験学習活動等を通して地域間交

流に寄与してきた。 

  しかし、平成２３年３月１１日の東日本大震災により施設は被災し、翌年３月に解体撤去を実施 

している。 

なお、北上水辺センターが持っていた機能である展示機能等については、平成２９年４月の供用

開始に向け環境省で進められている「川のビジターセンター」と本市がビジターセンターに併設す

る石巻市北上観光物産交流センター双方に機能を移行する予定。 

【目的】 

国土交通省においても周辺施設の復旧計画はないことから、条例を廃止するもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】石巻市北上水辺センター条例 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

【〔震災復興計画との整合性  有・無〕】 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成１８年 ４月 石巻市北上水辺センター開設（国土交通省・石巻市） 

平成２３年 ３月 東日本大震災により施設は被災 

平成２４年 ３月 施設の解体撤去 

平成２８年 ９月 平成２８年度第２回北上地域まちづくり委員会へ廃止を提案 

 

⑤ 主な内容 

【施設概要】 

  名称   ：石巻市北上水辺センター 

  所在地  ：石巻市北上町橋浦字南釜谷崎地内 

施設機能 ：休憩所（トイレ含み）、四阿１棟、多目的広場、駐車場等 

建築面積 ：２３３．２㎡（敷地面積：７，２９８㎡） 

利用目的 ：ヨシ原観察会、写真撮影、休憩場、 

北上の観光情報の発信、北上の風景写真の展示など 

 

※水辺センター跡地利用については、当地区に訪れる観光客等の休憩施設及び「日本の音風景百選」

に選ばれたヨシ原とのふれあいの場として、国土交通省に対し整備及び管理についての要望を働

きかけている。 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

北上水辺センターが持っていた機能である展示機能等については、平成２９年４月の供用開始に

向け環境省で進められている「川のビジターセンター」と本市がビジターセンターに併設する石巻

市北上観光物産交流センター双方に機能を移行するため、影響は特になし。 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 なし 

 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

平成２８年１２月 市議会第４回定例会に条例の廃止議案を提案（施行予定日は公布の日） 

 

⑨ その他 

 

なし 

 

 

 


